
＜適正化事業部＞

06-6965-4024

令和５年４月１日以降の

巡回指導Ｄ･Ｅ評価で

３か月以内に改善報告がないと

対象です！

改善報告は、改善ができたものからで構わないので

期日までのご報告をお願いします。

適正化事業部からのお知らせ

改善報告なし
（※ 未改善含む）

前回巡回から６か月後

巡 回 指 導 で

Ｄ･Ｅ 評価
（営業所）

※かならず、確認書類も
一緒に報告してください。

３か月以内

巡回
再度

巡回日から

改善報告

巡回日から

３か月以内

072-260-9402

＜適正化事業部 南部事務所＞
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